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 ベビー飲料自主規格 Ⅰ．ベビー飲料の製品規格 ７．食品添加物の規定により使用できる食

品添加物を以下の通り定める。 

 

１） 食品添加物 

食 品 添 加 物 名 主な用途 

スクラロース 甘 味 料 

Ｌ－アスコルビン酸、Ｌ－アスコルビン酸ナトリウム 酸化防止剤 

塩化カリウム、クエン酸三ナトリウム 調 味 料 

クエン酸 酸 味 料 

グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル 乳 化 剤 

キサンタンガム、グアガム、ジェランガム、大豆多糖類、ペクチン、 

ローカストビンガム、 
安 定 剤 

環状オリゴ糖、炭酸水素ナトリウム 製 造 用 剤 

 

２） 香料 

ウエットタイプベビー飲料にあってはアルコールを使用した香料は使用禁止 

 

３） 栄養強化（補給）剤 

栄養素名 食品添加物 

カ ル シ ウ ム グルコン酸カルシウム、炭酸カルシウム、リン酸二水素カルシウム 

鉄 ピロリン酸第二鉄 

マグネシウム 塩化マグネシウム、炭酸マグネシウム 

ビ タ ミ ン Ｃ Ｌ－アスコルビン酸、Ｌ－アスコルビン酸ナトリウム 

 


